
令和８年度 経営力強化支援業務委託仕様書の訂正について 

・ 「（参考）経営力強化支援事業の流れ」について、内容の一部に仕

様書本編との不整合があったため、以下のとおり内容を訂正する 

・なお、仕様書本編の内容については変更・訂正はない 

※次ページに示す資料中ピンク枠内が訂正を行う箇所 

〇フォローアップ事業者向け相談体制について。（仕様書３（６）

関係） 

（訂正前） 

４者に対し各５回程度（計２０回程度）の相談体制を構築 

（訂正後） 

 ４者に対し各６回程度（計２４回程度）の相談体制を構築 

〇全体勉強会（仕様書３（４）関係） 

（訂正前） 

令和８年１０月から令和９年３月までの間で全４回 

（訂正後） 

令和８年９月から令和９年３月までの間で全４回 
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溶け込み 


